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前編では、フリーランス新法の対象となる当事者・取引、フリーランスとの取引を適正化するための規制について解説しまし
た。後編では、フリーランスの就業環境の整備に関する規定と、発注事業者が本法に違反した場合への対応などについて
解説します。また、本法に類似する法律である下請法（下請代金支払遅延等防止法）との関係についても触れておきます。

フリーランスの就業環境の整備

前編で述べたとおり、本法は、1人の「個人」であるフリーランスと「組織」である発注事業者との間に格差が生じやすいという
背景から制定されました。その観点から、本法ではフリーランスが安心して働けるよう、就業環境の整備について以下のよう
な規定を置いています。

第1に、発注事業者が広告等によって募集情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、ま
た、情報は、正確かつ最新の内容に保たなければなりません（12条）。

これは、広告等に掲載された募集条件と実際の取引内容が異なり、発注事業者とフリーランスとの間で取引条件に関するト
ラブルが生じたり、フリーランスがより希望に沿った別の取引をする機会を失ったりすることを防ぐための規定です。ここでい
う「情報」とは、委託事業者、報酬、業務を行う場所や期間・時期に関するものが想定されています。

第2に、発注事業者は、継続的業務委託において、フリーランスからの申し出に応じて、フリーランスが育児介護等と両立し
て業務委託に係る業務を行えるよう必要な配慮をしなければなりません（13条1項）。

これは、フリーランスの多様な希望や働き方に応じて発注事業者が柔軟に配慮を行い、フリーランスが育児介護等と両立し
ながら、その有する能力を発揮しつつ業務を継続できる環境を整備することを目的とした規定です。「配慮」の内容としては
、「妊娠検診の受診のための時間を確保し、就業時間を短縮する」「育児や介護等と両立可能な就業日・時間とし、オンライ
ンで業務を行うことができるようにする」などが考えられます。

第3に、発注事業者は、ハラスメント行為によりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備
その他の必要な措置を講じなければなりません（14条1項）。また、発注事業者は、フリーランスがハラスメントに関する相談
を行ったこと等を理由として、業務委託契約の解除その他の不利益な取り扱いをしてはなりません（14条2項）。

セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント、パワーハラスメントといったハラスメント行為は、フリーランスの尊
厳や人格を傷つけ、これによりフリーランスの就業環境の悪化、心身の不調、事業活動の中断や撤退を生じさせるので、こ
れらを防止するために設けられた規定です。

「相談対応のための体制整備その他の必要な措置」としては、雇用関係にある従業員のハラスメント対策の場合と同様、①
方針の明確化、従業員に対する周知・啓発（文書配布、研修実施等）、②相談担当者の選任、外部機関への相談対応の
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委託等、③ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な対応（事実関係の把握、被害者に対する配慮措置等）などが想
定されます。

第4に、発注事業者は、継続的業務委託を中途解約する場合や契約期間満了後に更新しない場合には、原則として、中
途解約日などの30日前までにフリーランスに対して予告しなければなりません（16条1項）。また、その期間中にフリーランス
から契約解除の理由について開示を求められた場合には、原則として、遅滞なく理由を開示しなければなりません（16条2
項）。

本条は、一定期間継続する取引において、発注事業者からフリーランスに対し、契約の中途解約や不更新についてあらか
じめ知らせ、フリーランスが次の取引に円滑に移行できるようにすることを目的とした規定です。

発注事業者が本法に違反した場合への対応など… 続きを読む
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